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消費税の軽減税率制度の概要について

〔会社の税務 よろず相談室○131 〕消費税その19

�　平成31年（2019年）10月１日から、消費税及び地

方消費税の税率が８％から10％へ引き上げられます

が、同時に実施される消費税の軽減税率制度の概要

について教えてください。

�

１．消費税率及び地方消費税率

　平成31年（2019年）10月１日（適用開始日）以後に

行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から

引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとお

りとなります。

　標準税率は10％（消費税率7.8％、　地方消費税率

2.2％）です。

　軽減税率は８％（消費税率6.24％、　地方消費税率

1.76％）です。

　なお、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のう

ち一定のものについては、適用開始日前の税率を適用

する等の経過措置が講じられています。

２．軽減税率の対象となる品目

（１）飲食料品

　飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類

を除きます。）をいい、一定の一体資産を含みます

（注１）。なお、外食（注２）やケータリング等は軽

減税率の対象には含まれません。

（注１）一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、

食品と食品以外の資産があらかじめ一体となって

いる資産で、その一体となっている資産に係る価

格のみが提示されているものをいいます。一体資

産のうち、税抜価額が１万円以下であって、食品

の価額の占める割合が２／３以上の場合に限り、

全体が軽減税率の対象となります。

（注２）外食とは、飲食店営業等の事業を営む者が

飲食に用いられる設備がある場所において行う食

事の提供をいいます。

（２）新聞

　軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用

い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的

事実を掲載する週２回以上発行されるもの（定期購

読契約に基づくもの）をいいます。

３．帳簿及び請求書等の記載と保存（区分記載請求書

等保存方式）

　平成31年（2019年）10月１日から平成35年（2023年）

９月30日までの間、課税事業者の方は、仕入税額控除

のため、帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要とな

ります（区分記載請求書等保存方式）。

　免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、

区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。

　なお、区分記載請求書等保存方式においては、現行

の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要

とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要が

あります。

・帳簿　　「軽減税率の対象品目である旨」

・請求書等「軽減税率の対象品目である旨」及び「税

率ごとに合計した対価の額（税込み）」

　平成35年（2023年）10月１日からは、帳簿及び税務

署長の登録を受けた課税事業者（適格請求書発行事業

者）から交付を受けた適格請求書等の保存が仕入税額

控除の要件となります。

４．税額の計算の特例

　軽減税率制度が実施される平成31年（2019年）10月

１日以降、税額計算は、原則として、売上げ又は仕入

れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上

げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小

事業者(注)に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特

例（簡易課税制度の届出の特例を含む。）があります。

（注）中小事業者とは、基準期間における課税売上高

が5,000万円以下の事業者をいいます。

○軽減税率に関する問合せ先

　消費税軽減税率電話相談センター

　専用ダイヤル　０５７０－０３０－４５６

　【受付時間】９：00～17：00（土日祝除く）
　

○軽減税率対策補助金等に関する問合せ先

　軽減税率対策補助金事務局

　ＵＲＬ　http://kzt-hojo.jp

　専用ダイヤル　０５７０－０８１－２２２

　【受付時間】９：00～17：00（土日祝除く）
　

（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、山口侑子

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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